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『みなさま、八尾市はこの４年間で良くなったでしょうか？』
これは４年前のマニフェストで、私が皆さんに問いかけた言葉です。
私、田中誠太は、自分が携わったこの 4年間のまちづくりの答えが、「良
くなった」と皆さんに思っていただけるよう、全力で取り組んできました。
私自身は、皆さんに「良くなった」と感じていただけているのではと思っ
ています。
「みなさん、どうでしょうか？」

私は、「元気で新しい八尾」を市民の皆さんとともに創るためには、市役
所が市民のパートナーとしてふさわしい存在となることが大切であると
考えています。そのために、広く情報を発信するとともに、「市民に信頼
される八尾」、「市民に親切丁寧な八尾」、「税金を無駄にしない八尾」を基
本として、効率的で効果的な行財政運営に取り組んできました。
まず、皆さんとお約束した私のマニフェストを実行に移すとともに、行
財政改革を進め４年間で８３億円の効果を生み、さらに、地方債残高を、
３年間で８８億円削減するなど財政の健全化にも取り組むことができた
と考えています。
また、この４年間、「八尾市の未来を語るタウンミーティング」をはじめ、
総合計画策定に向けた「地域別計画意見交換会」などを通じ、地域の皆さ
んのお声を聞かせていただき、八尾市の今後１０年間のまちづくりの目
標である第５次総合計画を創りあげることができました。
この貴重な経験を活かし、地域としっかり向き合い、皆さんと共に「地域
分権」の取り組みを進め、暮らしに身近な地域のまちづくりを一層推し進
める決意です。

これからも、本当に八尾のまちが変わった、良くなったと実感
していただける、夢と希望のあるまちづくりを進めてまい
ります。
『この田中誠太の挑戦に、今一度、みなさまのお力をお
貸しください。』



誰もが安全で安心して
住み続けられる八尾

1. 安全安心のまちづくり
2. 医療・保健の体制の整備
3. 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

子どもや若い世代の
未来が広がる八尾

4. 子どもが健やかに育ち、
子育てしやすい環境づくり

5. 生きる力を育む学校教育

まちの魅力を高め、
発信する八尾

6.「まちの魅力」発見・発信・創出

7. 豊かな心を育む文化・学習・交流

職住近在の
にぎわいのある八尾

8. 産業振興とまちのにぎわい創出

9. まちのにぎわいを生み出す都市基盤づくり

環境を意識した
暮らしやすい八尾

10. 環境にやさしいまちづくり
11. 安全で快適な水環境の整備
12. 安全安心な上水道の供給体制づくり
13. 公共下水道の整備

みんなでつくる八尾
14. 人権の尊重と平和を希求する共生社会の実現
15. 市民協働と地域自治の推進
16. 信頼される行政経営の推進
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P6-P7

P8-P9

P10-P11

P12-P13

P14-P15

元気をつなぐまち、新しい河内の八尾
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1. 安全安心のまちづくり

誰もが安全で安心して
住み続けられる八尾

目標１

①太陽光発電やＬＥＤを使った防犯灯を増設します。

②防犯カメラ設置要綱をつくり、安全安心なまちづくりを推進します。

③ひったくり防止のため、市民とともに年間 10,000 個のひったくり防止カバーを自転車に取り付けます。

④全市域で通学路を中心に、暗がり診断を実施し、地域の自主的な防犯活動を積極的に推進します。

⑤地域の防災体制の整備・充実を図るため、自主防災組織の組織率 100％をめざします。

⑥消防体制の充実を図るため、消防庁舎の更新、通信施設のデジタル化の取り組みを進めます。

⑦救急・救助体制の充実を図るため、救助資機材や訓練施設を計画的に整備するとともに、救急有資格者

を養成します。

⑧地域の消防力を強化するため、消防団屯所を毎年1箇所更新するとともに、消防団の装備の充実を図ります。

⑨多くの市民がいつでも使えるようＡＥＤ（自動体外式除細動器）をすべての公共施設に設置します。

⑩住宅用火災警報器の設置率を 70％に引き上げます。

⑪緊急事態発生時に備え、危機管理マニュアルを整備するとともに、市民への危機意識の啓発を行います。

⑫自転車による事故を防止するため、自転車マナーの向上を図るとともに、事故多発地区での重点対策を

行います。

⑬自転車駐輪場の整備及び利用促進を図り、駅周辺の放置自転車を減少させます。

⑭消費者教育を推進するとともに、多重債務相談を含めた消費者相談機能の充実を図ります。

⑮「八尾市あき地の適正管理に関する条例」を改正し、空き家対策として必要な指導・勧告が行えるよう

にします。

⑯計画的な公共施設整備を図るため、公共施設の再配置を検討します。

⑰安心して公共施設の利用が図られるよう、公共施設の耐震化を推進し、市有公共建築物の耐震化率を

85％にします。

４年間継続

４年間継続

４年間継続

４年間継続

４年間継続

４年間継続

４年間継続

４年間継続

２年以内実施

４年間継続

４年間継続

４年間継続

４年間継続

４年間継続

２年以内実施

２年以内検討

４年間継続
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誰もが安全で安心して
住み続けられる八尾

住み慣れた地域で支え合い、誰もが安全に暮らせ、いつまでも安心して
住み続けられるまち。誰もが暮らしやすく、いつまでも元気に活躍でき
るまち。そんなまちをめざし行政・地域・市民・NPO・事業者などが連携・
協働して、次の施策に取り組みます。

⑱「8020 運動（80 歳で 20 本の自分の歯）」を推進し、誰もが元気で暮らせる健康づくりを支援します。

⑲国民健康保険料の低所得者対策として、軽減制度の拡充に取り組みます。

⑳家庭、学校園、地域などが連携して、地産地消の食育を推進します。

㉑保健師の訪問活動を充実し、疾病の予防対策を推進します。

㉒がん検診、特定健診、特定保健指導の啓発を行い、受診率等の向上を図ります。

㉓メンタルヘルス、自殺予防の取り組みを進めます。

㉔公費負担による子宮頸がんワクチン、肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンの接種などの各種予防接種を実

施します。

㉕子どもたちに対し「薬物絶対ダメ」の啓発を推進し、お薬手帳を配布します。

㉖市民が安心して市立病院を利用できるよう、医療サービスの向上と経営の健全化を図ります。

㉗市内医療機関がそれぞれの役割を果たしつつ、病診連携を進めるとともに、医療情報のネットワーク化

に取り組み、地域医療を充実させます。

㉘かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局を推奨し、市民ニーズに即した医療の提供を促進します。

2. 医療・保健の体制の整備

㉙地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動などを支援するとともに、地域の自主的な地域福祉活動や見

守り・支援体制の充実を支援します。

㉚ボランティアセンターを活用し、ボランティアの育成・支援を行います。

㉛高齢者がスポーツを楽しみ、健康で仲間づくりができるよう、屋根付ゲートボール場などスポーツ施設

を整備します。

㉜ふれあい農園を全小学校区へ拡充するなど、高齢者の生きがいづくりを支援します。

㉝地域包括支援センターを中心とした相談体制を充実し、総合的な地域福祉の拠点施設として活用します。

㉞認知症に対する正しい知識を持ち、理解が深まるよう、相談体制・認知症ケアに対するサービスを充実します。

㉟地域の見守りネットワークや相談体制の充実を図るなど、「孤立化防止事業」に取り組むとともに、高齢

者の権利擁護や虐待防止を図ります。

㊱介護を必要とする高齢者が、必要なケアや支援を受けることができるよう、介護サービスの供給基盤の

充実や質の向上を図ります。

㊲障がいの特性に応じて障がい者が働けるよう、行政が率先して雇用 ･ 就労支援に取り組むとともに、障

がい者の就労の機会拡大を促進します。

㊳障がい者の権利擁護の取り組みを進めるとともに、相談体制・窓口の充実を図ります。

㊴生活保護の相談体制の充実を図るとともに、生活保護制度を適正に運用します。

㊵生活保護受給者の自立に向けた就労支援に取り組みます。

3. 地域福祉の推進と福祉サービスの提供

４年間継続

１年以内実施

４年間継続

４年間継続

４年間継続
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１年以内実施
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４年間継続

４年間継続

４年間継続

４年間継続

４年間継続

２年以内実施

４年間継続
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４年間継続

４年間継続

４年間継続
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